
【
各
論
】
1

「
大
名
評
判
記
」
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
覚
書

小
関
悠
一
郎

　
は
じ
め
に

　
各
地
に
お
け
る
地
方
知
行
制
の
詳
細
な
記
述
を
は
じ
め
と
し
て
、
元
禄
三
年
段
階
の
大
名

が
網
羅
さ
れ
た
『
土
芥
冠
雌
記
』
は
、
近
世
史
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
史
料
と
し
て
、
そ
の

存
在
が
注
目
さ
れ
て
き
た
（
。
従
来
、
そ
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
が
、
二
〇
〇
三
・
五
年
度
の
一
橋
大
学
講
義
「
日
本
社
会
史
特
需
」
に
お
け
る
共
同

研
究
に
お
い
て
、
同
書
と
の
密
接
な
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
一
連
の
書
物
1
1
「
大

名
評
判
記
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
（
。

　
こ
れ
ら
の
「
大
名
評
判
記
」
は
、
形
式
・
内
容
と
も
に
『
土
芥
冠
離
苦
』
と
類
似
す
る
　

方
で
、
い
く
つ
も
の
写
本
が
存
在
し
、
成
立
年
代
も
万
治
年
間
か
ら
享
保
年
間
に
わ
た
る
点

で
『
土
芥
憲
雌
記
』
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
「
大
名
評
判
記
」
を

分
析
に
用
い
る
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
互
関
係
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
連
の
「
大
名
評
判
記
」
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
「
無
名
」
の
存
在
だ
っ
た
た
め
、
「
大
名
評
判
記
」
相
互
の
関
係
は
お
ろ
か
、
同
一
タ
イ
ト

ル
の
「
大
名
評
判
記
」
の
諸
写
本
の
関
係
（
系
統
）
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
諸
本
の
関
係
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
第
一
に
取
り

組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
そ
こ
で
「
大
名
評
判
記
」
に
関
し
て
、
『
「
大
名
評
判
記
」
の
基
礎
的
研
究
』
創
及
び
今
年

度
の
講
義
な
ど
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
諸
点
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
若
尾
政

希
「
「
大
名
評
判
記
」
諸
本
に
つ
い
て
」
、
等
に
よ
れ
ば
、
相
互
の
影
響
関
係
が
明
ら
か
な
「
大

名
評
判
記
」
の
う
ち
、
最
も
早
く
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
の
が
、
『
武
家
諌
忍
記
』
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
大
名
評
判
記
」
を
扱
う
た
め
に
は
、
同
書
の
成
立
事
情
や
性
格
を
押
さ
え
る

こ
と
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
掲
若
尾
論
文
に
よ
れ
ば
、
「
『
武

家
隠
忍
記
』
本
文
…
加
賀
大
聖
寺
本
と
そ
れ
以
外
の
本
と
は
大
き
く
異
な
る
。
…
大
名
を
評

価
し
た
箇
所
（
加
賀
大
聖
寺
本
で
は
「
建
窯
日
」
…
）
…
別
の
書
物
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
で

あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
同
論
文
で
は
「
『
武
家
勧
懲
記
』
に
受
け
継
が
れ
る
の
は
、
加
賀
大

聖
寺
本
以
外
の
本
で
あ
る
」
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
武
家
諫
忍
記
』

聖
藩
本
（
加
賀
大
聖
寺
本
）
と
そ
れ
以
外
の
諸
本
、
及
び
『
武
家
勧
懲
記
』
の
相
互
関
係
の

解
明
が
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
問
題
は
右
の
点
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
本
年
度
講
義
に
お
け
る
各
班
の
報
告
に
よ

っ
て
、
聖
藩
本
（
加
賀
大
聖
寺
本
）
以
外
の
諸
本
に
つ
い
て
も
単
純
に
同
一
内
容
の
写
本
と

は
言
い
切
れ
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
各
報
告
で
は
、
序
・

国
法
・
教
法
の
比
較
や
語
句
レ
ベ
ル
で
の
検
討
な
ど
、
多
様
な
観
点
か
ら
の
比
較
が
行
わ
れ

た
が
、
ご
く
大
雑
把
に
言
え
ば
、
聖
藩
本
／
池
田
家
本
／
対
馬
本
／
養
賢
堂
本
以
下
（
…
東

北
大
教
養
本
）
、
の
四
（
五
）
系
統
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
諸
系
統

の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
、
確
定
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
な
お
様
々
な
視
角

か
ら
の
比
較
検
討
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
第
四
班
で
は
、
①
『
武
家
諌
忍
記
』
諸
本
の
関
係
を
見
定
め
る
こ
と
、

そ
の
上
で
②
『
武
家
諌
忍
記
』
を
一
連
の
「
大
名
評
判
記
」
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ

と
を
設
営
と
し
て
、
喫
緊
の
課
題
と
し
て
の
①
を
中
心
に
共
同
作
業
を
行
っ
た
。

　
本
報
告
で
は
、
右
に
述
べ
た
課
題
解
明
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
講
義
で
の
個
別
報
告
に
基

づ
い
て
考
察
を
行
う
。

　
第
一
章
は
、
第
四
班
で
作
成
し
た
表
（
別
掲
の
表
・
凡
例
を
参
照
）
を
も
と
に
、
語
句
レ

ベ
ル
の
比
較
検
討
を
行
い
、
『
武
家
諌
忍
記
』
諸
本
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
。
本
章
は
、
第
四
班
の
共
同
作
業
に
基
づ
い
た
考
察
で
、
第
四
班
第
一
回
の
報
告
（
小
関
）

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
は
、
書
物
か
ら
の
「
引
用
」
に
着
目
し
て
、
『
武
家
諌
事
記
』
刈
谷
本
、
同
趣
藩
本
、

『
武
家
勧
懲
記
』
内
閣
文
庫
本
の
比
較
を
行
い
、
「
大
名
評
判
記
」
相
互
の
関
係
筋
を
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
。
本
章
は
、
個
別
作
業
と
し
て
行
っ
た
考
察
で
、
第
四
班
第
二
回
の
報
告
（
小

関
）
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
．
一
〇
〇
三
年
度
第
四
班
（
や
今
年
度
小
田
報
告
〔
は
、

引
用
忌
日
に
注
目
し
て
お
り
、
書
物
か
ら
の
「
引
用
」
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
「
大
名
評
判
記
」

研
究
の
一
つ
の
有
効
な
視
角
に
な
り
う
る
も
の
と
考
え
る
。

　
一
、
『
武
家
諫
忍
記
』
諸
本
の
比
較
検
討
－
第
四
班
作
成
表
を
も
と
に

　
（
一
）
聖
藩
王
と
事
書
堂
本
の
比
較
（
砂
糖
一
一
）

　
本
章
で
は
ま
ず
、
『
武
家
諌
忍
記
』
巻
第
二
を
取
り
上
げ
、
聖
藩
本
・
養
賢
堂
本
に
お
け
る

保
科
正
之
・
松
平
光
長
・
松
平
光
通
・
松
平
直
政
に
つ
い
て
の
記
述
を
比
較
検
討
し
て
い
く
。

具
体
的
に
は
、
最
も
異
色
の
本
と
も
言
え
る
聖
藍
本
と
第
四
班
で
基
準
に
し
た
養
賢
堂
本
と

を
比
較
し
、
比
較
の
基
準
と
な
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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な
お
、
以
下
で
は
、
養
賢
堂
本
を
基
準
に
そ
れ
と
の
記
述
の
異
同
を
記
載
し
た
第
四
班
作
成

表
の
巻
之
二
・
聖
藩
文
庫
の
欄
に
基
づ
い
て
論
を
進
め
る
。

　
ま
ず
、
大
名
の
「
姓
名
」
の
項
で
あ
る
が
、
保
科
以
下
立
者
と
も
聖
藩
本
・
養
賢
堂
本
で

全
て
一
致
す
る
。
「
室
・
紋
・
馬
印
」
の
項
に
つ
い
て
は
、
「
紋
」
の
記
述
が
、
四
者
と
も
に

相
違
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
居
城
」
の
項
で
は
、
呼
称
・
官
位
の
相
違
が
保
科
・
光
通

・
直
政
の
三
者
で
、
石
高
（
所
領
の
高
と
は
限
ら
な
い
）
の
数
値
の
違
い
は
、
四
者
と
も
に

み
ら
れ
、
年
貢
率
等
の
相
違
が
、
光
長
・
光
通
・
直
政
の
三
者
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
光
通

・
直
政
に
含
ま
れ
る
「
国
部
（
分
類
）
日
」
の
記
述
は
、
聖
謡
本
の
み
に
み
ら
れ
る
記
述
で

あ
る
。
な
お
、
法
長
に
つ
い
て
の
注
日
点
と
し
て
、
「
後
号
高
田
殿
ト
」
、
及
び
「
信
州
ニ
モ

少
領
有
」
の
記
述
が
、
聖
湖
西
に
無
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
「
大
名
性
格
」
の
項
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
保
科
正
之
に
関
す
る
記
述
を
全
文
あ
げ
て
検
討

し
て
お
き
た
い
。

・
保
科
肥
後
守
源
正
之
（
小
藩
本
「
大
名
性
格
」
の
部
分
）

　
　
正
之
、
調
ヲ
専
ラ
ニ
禮
義
ヲ
正
、
倒
一
心
中
ナ
リ
。
d
川
守
直
ニ
シ
テ
、
不
修
、
不
恕
、
有
威
。
側
［

　
　
訓
謙
約
ニ
シ
テ
余
セ
コ
入
故
、
士
民
ト
モ
ニ
難
義
ス
ル
ト
ナ
リ
。
故
二
大
ヒ
ニ
手
前
富
タ
リ
。

・
保
科
肥
後
守
源
正
之
（
養
賢
堂
本
「
大
名
性
格
」
の
部
分
）

　
　
正
之
、
認
ヲ
専
ラ
學
テ
禮
義
ヲ
正
シ
、
国
翻
古
風
ヲ
以
行
故
、
順
ニ
シ
テ
不
誤
。
　
一
家

　
　
ノ
士
ツ
ト
メ
安
シ
。
飼
酬
猶
寛
々
ト
シ
テ
威
有
。
側
男
算
勘
ヲ
ヨ
ク
心
得
ラ
レ
、
物
毎
セ
コ
ヲ
入

　
　
過
テ
倹
約
ヲ
用
耳
ナ
リ
。

　
右
の
史
料
か
ら
は
次
の
点
を
指
摘
で
き
る
。
①
「
文
武
」
「
行
跡
」
等
の
論
点
（
二
回
線
部

分
）
と
そ
の
配
列
は
基
本
的
に
同
様
で
、
”
評
者
”
に
よ
る
”
評
価
”
の
内
容
も
概
ね
一
致
す

る
。
②
記
述
の
分
量
は
聖
賢
堂
本
の
方
が
若
干
多
く
、
語
句
の
詳
細
に
つ
い
て
も
異
な
る
点

が
多
く
見
ら
れ
る
。
③
養
賢
堂
本
「
一
家
ノ
士
…
」
に
当
た
る
箇
所
（
波
線
部
分
）
は
、
聖

藩
本
に
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
①
②
の
点
に
つ
い
て
、
表
の
該
当
部
分
に
よ
っ
て
松
平

光
一
・
同
光
通
・
同
直
政
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
①
配
列
・
評
価
内
容
の
基
本
的
一
致
、

②
分
量
・
語
句
の
差
異
、
が
み
ら
れ
、
保
科
と
同
様
の
傾
向
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

③
（
「
家
士
」
の
記
述
）
に
つ
い
て
は
、
光
長
の
場
合
、
該
当
部
分
が
無
く
、
光
通
の
場
合
は
、

養
賢
堂
本
の
「
諸
士
跡
式
半
分
宛
下
ス
」
が
聖
断
本
に
無
い
。
直
政
の
場
合
、
聖
藩
本
に
は

「
家
士
ノ
ア
タ
リ
ヨ
ロ
シ
カ
ラ
ス
」
と
あ
る
が
、
養
賢
堂
本
で
は
「
士
卒
ヲ
仕
フ
事
天
下
一

番
御
子
ン
コ
ロ
ノ
油
ロ
ニ
テ
新
参
者
】
両
年
ノ
内
ニ
ヤ
キ
タ
ヲ
サ
レ
テ
ヤ
カ
テ
膝
節
不
立
浪

人
シ
テ
セ
カ
ル
、
事
天
下
狭
シ
跡
目
不
定
也
」
と
記
述
が
詳
細
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
③
に
つ
い
て
も
同
様
の
傾
向
を
指
摘
で
き
よ
う
。
以
上
「
大
名
性
格
」
の
項
に
つ
い
て

検
討
し
て
き
た
が
、
上
記
四
大
名
性
格
の
項
に
つ
い
て
の
、
聖
藩
本
と
養
賢
堂
本
と
の
比
較

か
ら
は
、
以
下
の
点
を
指
摘
し
得
る
。
①
”
評
価
”
内
容
と
そ
の
配
列
が
基
本
的
に
一
致
す

る
。
②
語
句
の
異
同
が
多
く
、
記
述
の
分
量
は
言
為
堂
本
の
方
が
や
や
多
い
。
③
「
士
」
に

つ
い
て
の
記
述
は
、
養
賢
堂
本
の
み
に
み
ら
れ
る
か
、
よ
り
詳
細
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
傾

向
が
あ
る
。

　
つ
づ
い
て
、
「
愚
評
」
に
つ
い
て
、
「
大
名
性
格
」
の
項
と
同
様
に
検
討
す
る
。
保
科
正
之

に
つ
い
て
の
記
述
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

〔
保
科
肥
後
守
源
正
之
（
聖
要
言
「
愚
評
」
）
〕

愚
帝
日
夫
国
家
ノ
司
タ
ラ
ン
人
ハ
、
文
武
ノ
道
理
ヲ
不
明
則
ハ
治
ル
事
不
可
有
。
三
国
ヲ
治
、
文

道
ヲ
學
、
仁
徳
ヲ
可
得
ナ
リ
。
文
道
ヲ
不
學
則
ハ
過
大
ヒ
可
有
。
サ
テ
文
正
ニ
カ
、
ハ
ツ
テ
心
理

ヲ
シ
ラ
サ
ル
ヲ
學
者
ノ
無
才
ト
云
ナ
リ
。
愚
ナ
リ
ト
云
ト
モ
心
理
ノ
徳
有
ヲ
、
小
人
賢
正
ト
云
ナ

リ
。
世
二
子
ラ
學
フ
者
ト
云
バ
二
二
チ
ノ
ミ
ア
ラ
ハ
シ
、
我
ハ
大
賢
ト
云
、
聖
賢
ノ
徳
ヲ
己
カ
モ

ノ
ニ
シ
テ
、
弁
舌
ニ
ア
ラ
ハ
シ
、
世
ニ
ハ
人
モ
ナ
ケ
ニ
云
カ
ス
メ
、
本
心
ノ
ウ
シ
ナ
ヒ
、
聖
賢
ノ

道
ヲ
モ
己
ト
改
メ
、
コ
ノ
道
カ
ノ
道
ト
様
々
二
三
ヲ
分
、
我
意
ニ
マ
カ
セ
テ
徳
尊
ヲ
邪
サ
マ
ニ
ス

　
ル
、
ヨ
キ
カ
ツ
テ
ツ
ク
ノ
ミ
學
者
ト
ミ
ヘ
タ
レ
、
大
道
ヲ
シ
ラ
ス
シ
テ
小
道
ニ
サ
マ
ヨ
ウ
。
今
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
之
ノ
行
ニ
ア
テ
、
見
ル
時
ハ
右
ニ
ヒ
ト
シ
カ
ラ
ン
カ
。
サ
レ
ト
モ
隠
事
ナ
ケ
ン
ハ
可
ナ
リ
。
賢

　
ニ
シ
テ
小
賢
ト
云
ヘ
シ
。
君
子
ノ
徳
ヲ
シ
ラ
ス
、
本
文
以
シ
ル
ヘ
シ
。
己
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ン
ハ
、
人

　
有
テ
専
道
ヲ
正
ス
ト
ミ
ヘ
タ
レ
ト
テ
モ
欲
審
尋
大
道
二
順
サ
ラ
ン
ヤ
。

〔
保
科
肥
後
守
源
正
之
（
養
分
堂
本
「
愚
評
」
）
］

　
　
（
1
）
愚
慮
二
日
、
刻
武
ヲ
専
ラ
ト
ス
ル
事
、
（
2
）
三
二
レ
有
将
也
。
前
後
二
三
ス
如
ク
（
3
）
一
国
一
郡

　
ノ
主
タ
ル
人
ノ
愚
二
政
（
4
）
逆
ニ
シ
テ
ハ
叶
ヒ
難
シ
。
然
レ
ト
モ
（
5
）
劉
勘
ヲ
能
カ
レ
テ
物

毎
セ
コ
ヲ
入
（
6
）
ル
事
不
可
也
。
君
子
之
心
ハ
廣
ク
公
（
7
）
ケ
ナ
ル
ヲ
以
テ
私
ナ
ク
、
道
理

ヲ
本
（
8
）
ト
シ
テ
私
欲
ナ
シ
。
如
何
ナ
ル
単
二
（
9
）
H
佃
酬
寛
々
ト
シ
テ
書
票
ト
云
、
不
審
。

（
1
0
V
寛
々
ト
シ
テ
威
ア
ラ
バ
君
子
之
法
（
1
1
）
ナ
リ
。
君
r
ハ
私
欲
ヲ
ハ
ナ
シ
テ
物
（
1

2
）
々
セ
ハ
く
シ
キ
行
ヒ
ー
ツ
モ
ナ
シ
。
（
1
3
）
如
是
云
ト
キ
ン
ハ
、
劉
民
器
カ
ナ
ル
（
1

4
）
事
小
人
業
ト
云
二
似
タ
レ
ト
モ
、
サ
（
1
5
）
ニ
ハ
非
ス
。
大
将
之
心
得
ニ
モ
可
用
（
ユ
6
）

事
也
。
或
ハ
戦
場
二
出
テ
人
数
ノ
多
（
1
7
）
少
ヲ
ツ
モ
リ
、
兵
糧
渡
科
等
ヲ
考
へ

或
ハ
月
日
時
取
ヲ
数
之
道
ヲ
以
不
（
1
9
）
考
シ
テ
ハ
如
何
シ
テ
是
ヲ
成
ン
。

ノ
目
口
モ
可
有
然
。
諾
囁
度
（
2
d
レ
ノ
自
用
金
銀
ノ
蓄
ヘ
ノ
タ
メ
ノ
勘
（
2
2
）

ハ
大
ヒ
ニ
不
可
也
。
深
側
（
2
3
）
約
ヲ
用
ル
ト
云
ハ
、
公
ケ
ニ
シ
テ
国

魂
タ
テ
、
民
ヲ
不
渡
、
国
民
（
2
5
）
ウ
ト
マ
サ
ル
様
二
葉
ラ
謙
テ
国
家
（
2
6
）

テ
吉
ト
ス
ヘ
シ
。
若
富
（
2
7
）
ン
事
ヲ
願
マ
テ
ナ
ラ
バ
、
タ
ト
へ
国
（
2
8
）

用
ト
モ
、
却
テ
私
欲
（
2
9
）
ノ
貯
ヘ
ト
世
ノ
取
沙
汰
ニ
シ
テ
嘲
（
3
0
）

　
日
、
為
仁
不
富
為
（
3
1
）
富
不
仁
　
ト
云
リ
。
富
ン
事
ヲ
願
へ

　
也
。
　
　
（
※
括
弧
内
は
行
番
号
）

聖
官
本
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
冒
頭
で
一
般
論
を
展
開
し
、

（
3
2
） 　

　
　
、
（
1
8
）

　
今
（
2
0
）
正
之

　
　
　
　
へ
計
ナ
ラ

（
2
4
）
ノ
法
義
ヲ

　
　
　
ヲ
憐
ム
ヲ
以

　
　
家
二
側
絢
ヲ
令

誹
可
有
事
也
。
孟
子

ハ
心
二
曲
フ
志
有
者

そ
れ
に
極
め
て
多
く
の
分

ワ
「2

3
　



量
を
割
く
一
方
で
、
個
別
大
名
（
保
科
正
之
）
に
対
す
る
評
価
の
分
量
は
比
較
的
少
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
養
畜
堂
本
は
、
「
大
名
性
格
」
で
記
さ
れ
た
個
別
大
名
の
評
価
内
容
（
「
文
武
」

「
算
勘
」
「
行
跡
」
等
）
に
基
づ
い
て
論
を
展
開
し
（
二
重
線
部
）
、
そ
れ
に
関
連
さ
せ
る
形

で
一
般
論
を
挿
入
す
る
。
論
の
進
め
方
・
内
容
に
お
い
て
、
相
互
の
関
係
性
を
示
す
記
述
は

ほ
と
ん
ど
無
い
と
言
い
得
る
。
そ
こ
で
松
平
光
影
・
同
門
通
・
同
直
政
の
場
合
で
あ
る
が
、

表
に
「
別
内
容
」
等
と
記
載
し
た
よ
う
に
、
本
文
を
み
る
と
保
科
正
之
同
様
の
傾
向
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
「
愚
評
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て

き
た
四
大
名
に
関
す
る
巻
第
二
で
の
記
述
に
限
り
、
聖
岳
本
と
養
賢
堂
本
と
の
問
に
相
互
の

関
係
性
を
見
出
す
の
は
難
し
い
と
言
え
よ
う
。

　
（
二
）
諸
本
の
比
較
（
巻
第
二
）

　
こ
こ
ま
で
、
聖
藩
本
と
養
賢
堂
本
の
二
者
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
て
き
た
が
、
次
に
、
他

の
『
武
家
諌
忍
言
』
諸
本
も
含
め
て
検
討
を
行
っ
て
み
た
い
。
表
に
記
載
し
て
あ
る
通
り
、

検
討
対
象
は
、
村
上
文
庫
本
（
刈
谷
本
）
・
東
北
大
図
書
館
本
（
東
北
大
本
）
・
池
田
家
本
・

対
馬
歴
史
資
料
館
本
（
対
馬
本
）
・
興
譲
館
①
本
・
興
譲
館
②
本
で
あ
る
。
以
下
、
第
四
班
表

の
巻
第
二
該
当
部
分
に
基
。
つ
い
て
論
を
進
め
る
。

　
ま
ず
、
「
姓
名
」
の
項
だ
が
、
保
科
正
之
で
は
、
諸
本
の
記
述
は
全
て
一
致
す
る
。
松
平
光

長
・
同
流
通
・
同
直
政
の
場
合
、
東
北
大
教
養
本
は
記
述
内
容
に
官
位
・
息
子
の
名
が
加
わ

り
、
興
譲
館
①
②
本
は
官
位
が
加
わ
る
。

　
つ
づ
い
て
「
室
・
紋
・
馬
印
」
の
項
だ
が
、
「
紋
」
の
記
述
で
、
保
科
正
之
で
は
聖
藩
と
池

田
が
↓
致
し
、
他
と
相
違
す
る
。
松
平
光
長
・
同
期
通
・
同
直
政
で
は
、
薄
畳
・
池
田
・
対

馬
が
一
致
し
、
他
と
相
違
す
る
。

　
次
に
「
居
城
」
の
項
に
つ
い
て
は
、
呼
称
・
官
位
が
、
保
科
で
聖
細
身
の
み
他
と
相
違
し
、

松
平
光
通
で
は
聖
血
本
・
池
田
本
・
対
馬
本
が
一
致
し
て
他
と
相
違
す
る
（
＝
）
。
松
平
直

政
で
は
聖
田
本
と
池
田
本
が
一
致
し
、
他
と
相
違
し
て
い
る
（
＝
）
。
石
高
（
所
領
の
高
と

は
限
ら
な
い
）
の
数
値
及
び
年
貢
二
等
は
、
四
者
と
も
旧
藩
本
の
み
が
他
と
相
違
し
て
い
る
。

ま
た
、
聖
霊
本
に
み
ら
れ
る
「
国
部
（
分
類
）
日
」
の
記
述
は
、
他
に
は
現
れ
な
い
。
な
お
、

（
一

j
で
光
長
に
つ
い
て
十
日
点
と
し
て
あ
げ
た
「
後
号
高
田
殿
ト
」
（
8
）
の
記
述
は
、

二
尊
本
以
外
は
全
て
こ
れ
を
含
み
、
「
信
州
ニ
モ
少
領
有
」
（
一
．
阜
）
の
記
述
は
、
聖
藩
本
・
池

田
本
・
対
馬
本
に
含
ま
れ
な
い
。
こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
聖
豆
本
は
他
の
諸
本
と
大
き
く

異
な
る
こ
と
が
分
か
る
一
方
で
、
池
田
本
・
対
馬
本
の
記
述
内
容
は
、
他
の
諸
本
と
比
べ
て
、

聖
愚
計
に
よ
り
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。

　
「
大
名
性
格
」
の
項
に
つ
い
て
は
、
①
論
点
と
そ
の
配
列
は
、
各
写
本
に
お
い
て
基
本
的

に
同
様
で
あ
る
。
②
語
句
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
対
馬
本
に
異
同
が
や
や
多
い
こ
と
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
③
「
家
士
」
に
関
す
る
記
述
は
、
聖
藩
本
以
外
の
諸
本
は
基
本
的
に
一
致

す
る
。

　
「
愚
評
」
の
項
に
つ
い
て
は
、
論
の
進
め
方
・
内
容
の
点
で
、
聖
藩
本
が
他
の
諸
書
と
「
別

内
容
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
聖
子
本
以
外
の
諸
本
を
比
較
し
て
お
く
と
、
対
馬
本
の
み

が
「
高
評
二
日
」
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
、
特
に
対
馬
本
に
ま
と
ま
っ
た
分
量
の
”
脱
落
”

乃
至
差
異
が
見
ら
れ
る
（
保
科
＝
轟
」
。
。
、
弓
長
＝
ρ
一
ひ
、
光
通
＝
”
刈
b
P
b
轟
b
P
い
一
、
直
政

一
」
ρ
冒
b
一
等
）
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
対
馬
本
に
お
け
る
”
脱
落
”
・
差
異

の
う
ち
、
保
科
＝
亡
。
。
、
光
通
＝
、
直
政
一
b
轟
は
、
池
田
本
と
一
致
（
類
似
）
す
る
。
ま
た
、

対
馬
本
と
池
田
本
は
、
保
科
一
．
ω
、
光
長
「
い
w
。
。
、
光
通
一
．
ω
な
ど
語
句
レ
ベ
ル
の
一
致
（
他
と

の
相
違
）
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
池
田
本
と
対
馬
本
が
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
か
ら
、
面
部
本
・
池
田
本
・
対
馬
本
に
は
関
係
性
を
想
定
し
得
る
可
能
性
が
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　
（
三
）
巻
第
一
・
巻
第
一
一
・
巻
第
四
・
巻
第
五
を
通
じ
て
の
検
討

　
以
下
で
は
、
巻
第
二
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
、
巻
第
一
・
第
四
・
第
五
を
含
め
て
記
述
の

比
較
を
行
い
、
巻
に
よ
っ
て
異
同
の
傾
向
に
違
い
が
あ
る
か
ど
う
か
確
認
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
こ
こ
で
は
、
特
に
注
意
す
べ
き
項
（
「
居
城
」
お
よ
び
「
愚
評
」
）
に
絞
っ
て
検
討
を

進
め
る
。

　
ま
ず
、
「
居
城
」
の
項
に
つ
い
て
だ
が
、
石
高
（
所
領
の
高
と
は
限
ら
な
い
）
の
数
値
・
年

貢
率
等
が
、
特
に
巻
第
四
に
お
い
て
、
聖
藩
本
に
加
え
池
田
本
に
も
他
と
の
相
違
が
多
く
見

ら
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
巻
に
よ
っ
て
異
同
の
傾
向
が
異
な
る
場
合
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
各
写
本
の
成
立
事
情
を
考
え
る
上
で
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
な
お
、
「
国
部
（
分
類
）
日
」
の
記
述
の
記
述
が
み
ら
れ
る
の
は
、
巻
第
二
以
外
の
各
巻

に
お
い
て
も
聖
藩
儒
の
み
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
巻
第
二
と
共
通
の
傾
向
と
言
え
よ
う
。

　
「
愚
評
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
養
賢
堂
本
と
の
語
句

の
相
違
が
特
に
対
馬
本
に
多
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
巻
第
二
と
同
傾
向
で
あ
る
。
も
う
一

つ
は
、
聖
藩
本
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
。
巻
第
一
・
巻
第
二
に
お
け
る
「
愚
評
」
の

記
述
は
、
表
で
「
別
内
容
」
と
記
載
さ
れ
る
も
の
が
多
い
の
に
比
べ
て
、
巻
第
四
・
巻
第
五

に
お
い
て
は
、
漢
字
や
語
句
レ
ベ
ル
の
相
違
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
瓦
落
本
の
巻
第
四
・
第

五
に
お
け
る
「
愚
評
」
の
記
述
は
、
巻
第
一
・
巻
第
二
よ
り
も
、
他
の
写
本
と
の
近
似
性
が

高
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

餅2
3

「



　
以
上
、
本
章
で
の
検
討
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
つ

は
、
語
句
レ
ベ
ル
の
異
同
か
ら
判
断
す
る
と
、
対
馬
本
と
聖
倉
本
・
池
田
本
系
統
と
の
関
係

性
を
想
定
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
記
述
の
異
同
が
巻
に
よ
っ
て
傾
向

を
異
に
す
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
愚
評
」
に
つ
い
て
の
聖
藩
本
と
他
書
と
の
関
係
で
は
、

巻
第
一
・
巻
第
二
と
巻
第
四
・
巻
第
五
で
傾
向
が
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
つ
の

写
本
で
も
巻
に
よ
っ
て
成
立
事
情
が
異
な
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
二
、
「
大
名
評
判
記
」
諸
本
に
お
け
る
引
用
に
つ
い
て

　
本
章
で
は
、
『
武
家
諌
忍
記
』
刈
谷
本
、
同
聖
三
舞
、
『
武
家
勧
懲
記
』
内
閣
文
庫
本
の
中

国
古
典
か
ら
の
引
用
記
述
に
つ
い
て
比
較
を
行
い
、
諸
本
の
特
徴
と
関
係
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
な
お
、
不
十
分
な
比
較
に
な
る
が
、
右
以
外
の
『
武
家
諫
忍
記
』
・
『
武
家
勧
懲
記
』
諸

写
本
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
捨
象
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
（
一
）
『
武
家
諌
忍
記
』
刈
谷
村
上
本
三
聖
証
本
、
『
武
家
勧
懲
記
』
内
閣
文
庫
本
の
引
用
比
較

　
こ
こ
で
は
、
筆
者
作
成
の
別
表
に
基
づ
い
て
分
析
を
行
う
。
表
は
、
「
大
名
評
判
記
」
に
お

け
る
引
用
書
目
を
書
き
抜
い
た
も
の
で
、
表
1
は
『
武
家
下
甑
記
』
刈
谷
本
、
表
2
は
『
武

家
諌
忍
記
』
聖
二
本
、
表
3
は
『
武
家
勧
懲
記
』
内
閣
文
庫
本
に
お
け
る
引
用
書
目
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
各
本
と
も
巻
一
～
四
に
つ
い
て
収
録
し
た
も
の
で
、
刈
谷
本
は
三
七
大
名
、

聖
藩
本
は
三
六
大
名
、
『
武
家
勧
懲
記
』
内
閣
文
庫
本
は
二
〇
大
名
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　
は
じ
め
に
表
の
項
日
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
「
巻
」
の
覧
は
、
当
該
大
名
の
所
収

さ
れ
て
い
る
巻
を
示
し
、
「
ぎ
・
」
は
、
大
名
の
通
し
番
号
を
表
し
て
い
る
。
「
引
用
箇
所
」
に

は
、
特
に
中
国
古
典
を
中
心
に
、
書
物
か
ら
の
引
用
と
見
ら
れ
る
記
述
を
抜
粋
し
て
い
る
。
「
引

用
書
目
」
は
、
引
用
箇
所
の
典
拠
を
示
し
た
も
の
で
、
本
文
に
書
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
場

合
は
『
（
書
名
）
』
の
よ
う
に
記
し
、
書
名
で
は
な
い
が
引
用
を
示
す
と
み
ら
れ
る
語
句
（
兵

法
、
日
、
古
語
な
ど
）
は
括
弧
無
し
で
、
書
名
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
典
拠
が
明
ら
か
な

場
合
は
〔
『
（
書
名
）
』
〕
と
記
し
た
。
表
1
の
塗
り
つ
ぶ
し
部
分
は
、
『
武
家
勧
懲
記
』
内
閣
文

庫
本
に
も
共
通
す
る
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
『
武
家
勧
懲
記
』
内
閣
文
庫
本
に
お
け
る
引

用
書
目
を
示
し
た
表
3
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
表
2
の
塗
り
つ
ぶ
し
部
分
は
、
『
武
家
三

章
記
』
聖
画
本
に
も
土
ハ
通
し
て
み
ら
れ
る
引
用
記
述
で
あ
る
。
表
1
と
表
2
を
併
せ
て
参
照

さ
れ
た
い
。

　
そ
れ
で
は
ま
ず
、
諸
本
に
お
け
る
引
用
記
述
の
特
徴
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
三
者
の
う

ち
、
『
武
家
諌
忍
記
』
聖
官
本
は
、
明
示
的
な
引
用
が
最
も
少
な
い
と
言
え
る
。
漢
文
体
で
の

引
用
が
少
な
い
こ
と
、
中
国
古
典
に
依
拠
し
た
こ
と
を
明
示
す
る
記
述
が
少
な
い
こ
と
、
の

二
点
を
聖
島
本
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
他
方
、
『
武
家
諌
忍
記
』
刈
谷
本
は
、
三
者
の

中
で
最
も
明
示
的
な
引
用
が
多
い
。
「
論
語
日
」
な
ど
、
一
七
件
が
典
拠
（
書
名
）
を
明
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
（
明
示
し
な
い
も
の
は
＝
二
件
）
。
『
武
家
勧
懲
記
』
内
閣
文
庫
本
に
つ
い

て
は
、
『
武
家
諌
忍
記
』
刈
谷
本
に
近
い
数
の
引
用
が
み
ら
れ
る
（
二
〇
大
名
で
一
九
件
、
刈

谷
本
は
二
〇
大
名
で
。
一
六
件
）
。
漢
文
体
の
引
用
は
多
い
が
、
「
古
語
日
」
の
多
さ
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
典
拠
（
書
名
）
を
明
示
し
な
い
こ
と
が
多
い
（
明
示
五
件
、
非
明
示
一
四
件
）
。

当
時
、
↓
般
に
漢
文
や
中
国
古
典
は
権
威
性
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
記
の
よ
う
な

諸
本
の
特
徴
は
、
「
愚
評
」
執
筆
者
（
編
者
）
、
執
筆
時
に
想
定
さ
れ
た
読
者
の
解
明
に
つ
な

が
る
か
。

　
次
に
、
各
国
の
一
致
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。
表
2
か
ら
は
、
『
武
家
諌
忍
記
』
聖
藩
本
に
お

け
る
一
三
件
の
引
用
記
述
の
う
ち
、
巻
一
～
四
に
わ
た
り
五
件
が
刈
谷
本
と
共
通
す
る
こ
と

が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
聖
算
本
の
「
愚
評
」
が
、
他
本
の
そ
れ
と
全
く
別
に
作
成
さ
れ

た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
表
1
を
み
る
と
、
『
武
家
諌

銘
記
』
刈
谷
本
の
三
〇
件
の
う
ち
、
＝
二
件
が
『
武
家
勧
懲
記
』
と
共
通
す
る
。
既
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
、
刈
谷
本
の
内
容
の
方
が
『
武
家
勧
懲
記
』
と
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と

が
分
か
る
が
、
こ
こ
で
検
討
し
た
巻
第
四
ま
で
の
事
例
に
限
っ
て
言
え
ば
、
『
三
略
』
『
呉
子
』

（
兵
書
）
や
『
潅
南
子
』
（
雑
家
類
）
の
よ
う
な
典
拠
書
名
が
、
「
古
語
」
に
言
い
換
え
ら
れ

て
お
り
、
『
武
家
勧
懲
記
』
編
者
に
よ
る
何
ら
か
の
意
図
が
働
い
て
い
る
可
能
性
を
示
す
。

　
（
二
）
具
体
例
に
よ
る
比
較

　
こ
こ
で
は
、
尾
張
大
納
言
源
義
直
、
・
同
中
納
言
源
光
義
（
尾
張
中
納
言
源
光
友
）
（
に
つ

い
て
、
「
愚
評
」
（
及
び
「
大
名
性
格
」
）
の
項
の
記
述
に
注
日
し
、
そ
こ
で
の
引
用
記
述
を
軸

に
以
下
の
豆
本
の
比
較
を
行
っ
て
み
た
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
①
『
武
家
諌
忍
記
』
聖
二

本
、
②
『
武
家
諌
忍
記
』
刈
谷
本
、
③
『
武
家
勧
懲
記
』
内
閣
文
庫
本
で
あ
る
。
全
文
を
〔
別

掲
史
料
〕
と
し
て
掲
げ
た
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
分
析
を
進
め
た
い
。

　
ま
ず
、
〔
別
掲
史
料
〕
の
二
重
線
部
分
（
『
論
語
』
の
引
用
）
か
ら
検
討
す
る
。
こ
の
引
用

は
、
②
③
の
み
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
論
語
日
」
の
よ
う
に
典
拠
を
明
示
し
、
②
③
と

も
に
漢
文
体
で
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
②
③
の
密
接
な
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
傍
線
（
実
線
）
部
分
（
『
中
庸
』
の
引
用
）
を
み
て
み
よ
う
。
①
②
③
い
ず
れ
も
『
中

庸
』
の
一
節
に
依
拠
し
た
記
述
で
あ
る
が
、
①
は
、
②
③
と
異
な
り
、
典
拠
を
明
示
せ
ず
、

し
か
も
和
文
体
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
②
③
の
密
接
な
関
係
を
示
す
も
の
と
も
言
え
る
が
、

①
も
『
中
庸
』
の
同
じ
一
節
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
①
も
②
③
と
無
関
係
で
は
な
く
、

む
し
ろ
何
ら
か
の
関
係
性
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
続
い
て
、
点
線
部
分
（
「
太
宗
皇
帝
」

の
事
例
）
を
み
て
お
く
。
「
太
宗
皇
帝
」
の
事
例
を
引
く
の
は
②
の
み
だ
が
、
③
の
点
線
部
分

餅2
3

　



は
、
②
の
記
述
が
簡
略
化
（
も
し
く
は
省
略
）
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
注
意

す
べ
き
点
か
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
引
用
記
述
の
比
較
か
ら
は
、
『
武
家
諌
忍
記
』
聖
遺
習
（
①
）
と
『
武
家
吊
忍
記
』

刈
谷
本
（
②
）
と
の
問
で
よ
り
も
、
『
武
家
諫
忍
記
』
刈
谷
本
（
②
）
と
『
武
家
勧
懲
記
』
内

閣
文
庫
本
（
③
）
の
方
が
、
内
容
的
に
見
て
強
い
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
①
と
②
③
も
無
関
係
と
は
言
え
な
い
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
こ
で
、
①
②
③
の
関
係
性
に
つ
い
て
総
合
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
右
で
分
析
し

た
引
用
記
述
に
加
え
て
、
内
容
面
で
の
比
較
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
例
と
し
て
尾
張
中
納
言

光
義
（
光
冠
）
を
と
り
あ
げ
る
。
「
大
名
性
格
」
の
記
述
で
は
、
光
義
は
次
の
よ
う
な
人
物
と

さ
れ
て
い
る
。
①
で
は
、
「
修
二
、
シ
カ
モ
美
女
ヲ
愛
シ
、
遊
楽
マ
コ
ト
肩
身
二
業
、
金
銀
銭

珠
玉
者
如
石
器
品
ヘ
リ
」
、
②
で
は
、
「
奢
有
テ
色
好
ム
事
秦
始
皇
帝
ニ
ヒ
ト
シ
、
ト
云
リ
。

或
一
女
ヲ
集
テ
歌
舞
ヲ
設
ケ
、
昼
夜
ノ
差
別
モ
ナ
ク
醇
二
字
レ
、
或
ハ
居
宅
ヲ
カ
サ
リ
諸
事

ノ
美
ヲ
尽
シ
、
金
銀
珠
玉
ハ
礫
ノ
如
ク
塊
ニ
ヒ
ト
シ
＼
」
、
③
は
、
「
女
色
ヲ
好
ミ
遊
興
ヲ
催

サ
レ
乱
酔
二
及
ヒ
玉
フ
」
と
い
う
。
い
ず
れ
も
「
奢
」
・
「
色
好
」
の
将
と
し
て
、
穂
並
の
な

い
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
愚
考
」
で
は
、
こ
う
し
た
行
状
は
、
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
（
①
）
道
有
人
ハ
父
母
二
有
孝
、
則
其
父
ノ
ナ
ス
ト
コ
ロ
ヲ
用
行
ヘ
シ
。
…
然
ル
ニ
親
ノ
煽
戸
ハ

　
　
ア
ラ
ス
、
第
一
移
ヲ
長
シ
テ
人
ノ
嘲
ヲ
シ
ラ
ス
、
遠
思
慮
ナ
キ
ハ
大
ヒ
ニ
可
禁
。

　
　
（
②
）
昔
ヨ
リ
国
家
ヲ
失
フ
事
余
ノ
義
ニ
ア
ラ
ス
。
只
其
君
ノ
嗜
ハ
欲
心
邪
曲
奢
ヲ
縦
ニ
ス
ル
故

　
　
ナ
リ
。
…
一
人
ノ
上
二
有
テ
モ
道
二
背
カ
バ
立
難
シ
。
況
哉
一
国
一
郡
ノ
大
主
ト
云
計
ニ
モ
ア
ラ

　
　
ス
。
大
中
納
言
ノ
位
階
二
昇
ル
身
ト
シ
テ
…
是
拙
シ

　
　
（
③
）
好
色
ハ
必
シ
モ
国
家
衰
弊
ノ
基
ヒ
、
和
漢
二
二
先
縦
多
シ
。
一
国
一
城
ノ
主
タ
ル
計
ニ
モ

　
　
非
ス
。
　
大
樹
ノ
貴
族
ト
シ
テ
御
年
齢
ト
云
…

　
①
は
、
親
の
善
行
の
継
承
が
「
孝
」
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
奢
移
を
戒
め
る
。
一
方
、

②
で
は
、
「
国
家
ヲ
失
フ
」
こ
と
が
危
惧
さ
れ
、
「
一
国
一
郡
ノ
大
主
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
る
。
ま
た
、
「
大
中
納
言
ノ
位
階
二
昇
ル
身
」
と
い
う
特
別
な
尊
貴
性
も
批
判
の
根
拠
と

な
っ
て
い
る
。
③
で
も
「
国
家
二
尊
」
、
「
一
国
一
城
ノ
主
」
、
「
大
樹
ノ
貴
族
」
と
い
っ
た
観

点
か
ら
批
判
す
る
。
藩
主
の
悪
行
を
批
判
す
る
論
理
に
お
い
て
、
②
と
③
に
共
通
性
が
見
ら

れ
、
①
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
本
章
の
検
討
か
ら
は
、
①
と
②
（
③
）
で
は
、
記
述
に
共
通
の
基
盤
を
有
す
る
一

方
で
、
内
容
に
関
わ
る
レ
ベ
ル
で
の
相
違
（
改
変
）
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　
お
わ
り
に

　
第
「
章
で
は
共
同
作
業
と
し
て
第
四
班
で
作
成
し
た
表
の
分
析
を
行
い
、
『
武
家
翠
霞
記
』

諸
本
の
関
係
性
を
探
っ
た
。
そ
し
て
ま
ず
、
対
馬
本
と
聖
黒
本
・
池
田
本
系
統
と
の
関
係
性

を
想
定
し
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
内
容
面
や
講
義
で
取
り
上
げ

な
か
っ
た
写
本
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、

記
述
の
異
同
が
巻
に
よ
っ
て
傾
向
を
異
に
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
つ
の
写
本
で

も
巻
に
よ
っ
て
成
立
事
情
が
異
な
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
今

後
、
各
写
本
の
成
立
や
系
統
を
考
察
す
る
際
に
留
意
す
べ
き
点
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
章
で
は
個
別
作
業
と
し
て
「
愚
評
」
の
引
用
書
目
の
異
同
な
ど
を
検
討
し
た
。
『
武
家

諌
忍
記
』
聖
藩
本
の
「
愚
評
」
は
、
刈
谷
本
「
愚
母
」
と
土
ハ
通
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
、
別
の
書
物
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
。
今
後
、
諸
写
本
を
丹
念
に
検
討
し
、

内
容
改
変
の
事
情
を
探
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
で
、
『
武
家
諫
忍
記
』
刈
谷
本

と
『
武
家
勧
懲
記
』
内
閣
文
庫
本
と
は
、
内
容
か
ら
言
え
ば
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
兵
書
等
が
「
古
語
」
に
言
い
換
え
ら
れ
る
な
ど
、
単
に
大
名
の
代
替
わ
り
に
よ
る

記
述
の
改
正
と
い
う
に
止
ま
ら
な
い
変
化
を
有
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
各
「
大
名
評
判

記
」
が
改
訂
・
改
変
さ
れ
る
理
由
を
様
々
な
角
度
か
ら
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
課
題

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

【
注
】

ω
金
井
圓
『
江
戸
史
料
叢
書
－
土
芥
憲
醗
記
　
』
（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
七
年
）
、
今
野
真
「
『
土
芥

　
冠
齢
記
』
と
大
名
論
」
（
J
．
F
．
モ
リ
ス
・
白
川
部
達
夫
・
高
野
信
治
編
『
近
世
社
会
と
知
行
制
』

　
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）
、
そ
の
他
。

②
若
尾
政
希
研
究
代
表
『
『
土
芥
冠
雛
記
』
の
基
礎
的
研
究
』
（
二
〇
〇
四
年
）
、
同
『
「
大
名
評
判
記
」

　
の
基
礎
的
研
究
』
（
二
〇
〇
六
年
）
。

ω
前
掲
注
二
参
照
。

ω
『
「
大
名
評
判
記
」
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
。

㈲
第
四
班
「
『
土
芥
憲
離
記
』
に
お
け
る
大
名
像
1
「
文
」
「
武
」
を
め
ぐ
っ
て
i
」
（
『
『
土
芥
竃
瞳
記
』

　
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
）
で
は
、
「
『
土
芥
冠
離
乳
』
引
用
書
目
一
覧
表
」
を
作
成
し
、
考
察
を
行
っ

　
て
い
る
。

㈲
小
田
真
裕
「
『
武
家
諫
忍
記
』
諸
本
の
新
規
「
愚
評
」
」
（
二
〇
〇
六
年
六
月
一
二
日
報
告
）
。
「
引
用

　
書
物
」
な
ど
の
「
情
報
追
加
」
の
検
討
で
、
評
者
像
や
諸
本
の
差
異
を
論
じ
た
。

ω
若
尾
今
回
「
「
大
名
評
判
記
」
諸
本
に
つ
い
て
」
。

㈹
慶
長
五
年
（
皿
六
〇
〇
）
生
～
慶
安
＝
．
年
（
一
六
五
〇
）
没
。
藩
主
在
任
団
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇

卜2
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七
）
～
慶
安
三
年
。

ゆ
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
生
～
元
禄
＝
二
年

　
○
）
　
～
一
兀
禄
六
年
　
（
一
六
九
二
）
。

（
一

ｵ
〇
〇
）
没
。
藩
主
在
任
1
1
慶
安
＝
．
年
（
一
六
五

〔
別
掲
史
料
〕

①
『
武
家
諌
忍
記
』
（
聖
岳
本
）

○
尾
張
大
納
言
源
義
直
卿

義
直
卿
、
文
武
之
学
ナ
シ
。
故
二
才
智
ノ
発
シ
タ
ル
ト
ハ
ミ
ヘ
ス
。
悠
寛
ニ
シ
テ
暴
怒
不
移
直
ナ

リ
。
自
謙
下
テ
禮
ヲ
正
シ
少
モ
邪
義
成
行
ナ
シ
。
世
二
等
有
。
最
国
家
ノ
政
道
順
二
民
ヲ
憐
慰
有
。

愚
三
日
、
凡
主
将
ノ
行
、
三
二
ミ
ト
モ
可
成
。
夫
一
国
一
迫
ノ
司
タ
ラ
ン
者
上
毛
ヲ
正
シ
テ
政
道

ナ
ス
ト
キ
ン
ハ
、
タ
ト
へ
曲
レ
ル
者
ア
リ
ト
モ
、
終
車
ハ
直
二
道
ヲ
正
シ
、
忠
ヲ
ツ
ク
サ
ン
者
多

出
来
ヘ
シ
。
若
又
司
タ
ラ
ン
人
ノ
不
行
ナ
ル
ト
キ
ン
ハ
、
必
其
下
二
丈
者
背
邪
曲
不
直
ニ
シ
テ
、

侍
民
ト
モ
ニ
君
臣
ノ
禮
ヲ
ウ
シ
ナ
ヒ
、
父
子
ノ
孝
モ
夫
婦
兄
弟
朋
友
ノ
愛
モ
信
モ
徳
モ
ク
ラ
ミ
テ
、

終
ニ
ハ
主
将
ヲ
恨
ミ
嘲
、
国
家
ヲ
奪
身
亡
ノ
本
タ
ル
ヘ
シ
。
錐
然
世
ニ
ハ
邪
二
不
直
ナ
ル
事
多
キ

中
ナ
レ
ハ
、
司
ト
シ
テ
其
実
ヲ
シ
ラ
サ
ル
故
二
、
タ
マ
々
ノ
下
知
ヲ
ナ
ス
ヲ
モ
三
盛
利
欲
ノ
業
ノ

ミ
ニ
シ
テ
、
世
ノ
タ
詫
人
ノ
タ
メ
ナ
ラ
ン
道
ト
モ
端
ト
モ
可
成
品
一
ツ
モ
ナ
シ
。
今
義
直
ノ
行
跡
、

文
才
ノ
理
不
明
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
道
理
二
通
達
シ
テ
善
ナ
ル
カ
ナ
々
。

○
同
中
納
言
源
光
義
卿

光
義
、
文
武
ノ
学
ナ
ク
、
然
ト
モ
邪
曲
念
慢
ナ
ル
事
ナ
ク
、
寛
々
ト
有
道
。
直
ニ
シ
テ
憐
慰
ノ
ヨ

ク
シ
テ
難
有
仁
心
、
墨
汁
、
シ
カ
モ
美
女
ヲ
愛
シ
、
遊
楽
マ
コ
ト
ニ
身
二
余
、
金
銀
銭
珠
玉
者
如

石
礫
思
ヘ
リ
。
手
跡
ロ
ヲ
好
メ
リ
。

愚
評
日
、
凡
道
有
人
ハ
父
母
二
有
孝
、
則
其
父
ノ
ナ
ス
ト
コ
ロ
ヲ
昏
昏
ヘ
シ
。
タ
ト
へ
又
不
義
不

行
有
則
ハ
善
ニ
ヨ
ツ
テ
可
諫
。
若
又
亡
タ
ル
ト
キ
ハ
三
年
ハ
事
ヲ
改
ム
ル
事
不
可
在
。
善
ナ
ル
時

ハ
益
是
ヲ
用
ヒ
テ
親
ノ
コ
ト
ク
ニ
可
行
燈
可
ナ
リ
。
然
ル
ニ
親
ノ
行
ニ
ハ
ア
ラ
ス
、
第
一
修
ヲ
長

シ
テ
人
ノ
嘲
ヲ
シ
ラ
ス
、
遠
思
慮
ナ
キ
亜
大
ヒ
相
可
禁
。
是
将
ノ
過
ト
イ
ハ
ン
ヤ
。
己
楽
ヲ
ホ
コ

ル
ト
モ
人
民
ク
ル
シ
ミ
ト
ナ
ル
ヘ
シ
。
故
二
近
年
ハ
国
民
ト
モ
衰
テ
ケ
リ
。
無
用
ノ
ト
コ
ロ
ニ
善

ツ
ク
シ
美
ヲ
ツ
ク
シ
給
フ
ユ
ヘ
ナ
リ
。
天
下
国
家
ヲ
治
ム
ル
人
置
九
経
ト
名
ケ
、
第
↓
　
身
ヲ
修

ム
ヘ
シ
。
君
ト
シ
テ
ハ
徳
ヲ
明
ニ
シ
、
心
ヲ
正
シ
、
其
身
ヲ
修
ル
ナ
リ
。
ニ
ニ
、
賢
ヲ
尊
ミ
、
善

ヲ
善
ト
シ
悪
ヲ
悪
ト
シ
テ
、
賢
人
ヲ
尊
用
フ
。
如
是
ナ
レ
一
道
モ
岩
髭
モ
修
。
三
、
親
ヲ
シ
タ
シ

ン
ス
。
一
家
遅
参
ノ
其
ホ
ト
々
二
依
テ
可
聴
。
四
、
大
臣
ノ
敬
ス
。
電
訓
其
身
大
臣
ト
成
、
或
ハ

家
ノ
臣
ト
ナ
ル
者
ヲ
疎
略
二
型
ヘ
カ
ラ
ス
。
其
相
応
役
ヲ
用
テ
礼
儀
正
シ
テ
国
家
ノ
ヲ
モ
シ
ト
モ

ナ
ル
者
ナ
リ
。
五
二
、
郡
臣
ヲ
体
ス
ト
云
。
主
ノ
身
群
臣
ト
ハ
諸
ノ
臣
下
ヲ
云
、
ソ
レ
、
ノ
身
ヲ

弐
心
二
引
合
テ
其
者
ノ
身
心
二
成
テ
見
ル
ヘ
シ
。
三
時
ハ
群
臣
尽
ク
能
ミ
ヤ
ツ
カ
ヘ
ス
ル
ナ
リ
。

六
、
庶
民
ヲ
子
ト
シ
民
百
性
マ
テ
ヲ
我
子
ノ
コ
ト
ク
ニ
シ
テ
恵
ム
ヘ
シ
。
七
、
百
工
ヲ
来
ス
ト
。

萬
ツ
ノ
エ
ミ
其
国
二
諸
事
コ
ト
カ
、
サ
ル
ナ
リ
。
八
、
柔
遠
人
ト
テ
、
道
路
往
来
ノ
妨
ケ
也
。
関

所
ノ
煩
ナ
ク
往
還
ス
ル
ナ
リ
。
九
二
、
諸
侯
ヲ
ナ
ツ
ク
ヘ
シ
。
君
徳
明
主
シ
テ
天
下
ノ
手
本
ト
ナ

ル
、
大
施
ス
所
其
威
ノ
行
ハ
ル
々
処
遠
キ
マ
テ
ニ
及
ナ
ル
。

若
ハ
見
人
ノ
タ
メ
ト
思
ヘ
ハ
ナ
カ
シ
タ
モ
書
テ
ケ
リ
。

是
等
ハ
云
ニ
タ
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、

知
之
　
γ
　
　
困
　
・
「
・
之
　
　
　
老
　
　
困
　
　
・
・
　
　
　
ノ
、
’
・
　
　
夫
人
之
生
得
品
ア
レ

ト
モ
、
此
四
ツ
也
。
生
レ
ナ
カ
ラ
ニ
シ
テ
事
物
ノ
道
理
ヲ
知
給
フ
ヲ
以
テ
常
ノ
人
ト
ハ
重
鉢
シ
。

○
同
中
納
言
源
光
義
卿

光
義
卿
、
文
武
両
道
ノ
学
ナ
シ
。
然
レ
ト
モ
邪
曲
念
慢
ナ
ル
事
曽
テ
ナ
ク
、
直
ニ
シ
テ
寛
々
ト
威

有
。
又
家
民
ヲ
撫
テ
憐
ム
。
但
シ
奢
有
テ
色
好
ム
事
秦
始
皇
帝
ニ
ヒ
ト
シ
、
ト
云
リ
。
或
雪
女
ヲ

集
テ
歌
舞
ヲ
設
ケ
、
昼
夜
ノ
差
別
モ
ナ
ク
醇
二
乱
レ
、
言
入
居
宅
ヲ
カ
サ
リ
諸
事
ノ
美
ヲ
尽
シ
、

金
銀
珠
玉
劃
一
ノ
如
ク
翻
印
ヒ
ト
シ
、
。
竹
腰
等
ノ
知
臣
従
テ
国
家
ヲ
政
道
ス
ル
内
ハ
別
義
有
マ

シ
。劇

評
凶
日
、
志
実
有
ト
モ
行
跡
間
引
ア
ラ
ス
ト
云
ン
。
昔
ヨ
リ
国
家
ヲ
失
フ
月
余
ノ
義
ニ
ア
ラ
ス
。

逆
引
君
ノ
嗜
ハ
欲
心
邪
曲
奢
ヲ
縦
ニ
ス
ル
故
ナ
リ
。
今
光
義
訓
ノ
心
意
直
ニ
シ
テ
貧
リ
引
剥
ト
イ

ヘ
ト
モ
、
修
リ
ニ
長
シ
テ
理
ニ
ク
ラ
ク
、
聖
賢
ノ
道
ヲ
曽
テ
不
知
故
也
。
是
ヲ
思
ヘ
ハ
是
非
ナ
シ
。

一
人
ノ
上
二
一
テ
モ
道
二
背
カ
バ
立
難
シ
。
況
哉
一
国
一
郡
ノ
大
主
ト
一
計
ニ
モ
ア
ラ
ス
。
大
中

納
言
ノ
位
階
二
昇
ル
身
ト
シ
テ
、
若
本
文
二
記
ス
コ
ト
ク
不
馴
ノ
修
リ
ニ
金
銀
珠
玉
ヲ
礫
塊
ノ
如

ク
費
ヲ
イ
ト
ワ
ス
国
家
ノ
費
ヲ
不
知
、
天
理
ヲ
不
弁
、
世
ノ
嘲
ヲ
カ
ヘ
リ
ミ
ス
ン
ハ
、
是
拙
シ
。

教
法
二
曲
、
上
二
割
ム
所
ヲ
下
ニ
モ
劃
一
リ
。
唐
ノ
太
宗
皇
帝
ノ
睡
剣
劇
ト
云
ル
臣
有
。
太
宗
色

二
沈
リ
、
驕
怠
ナ
ル
事
ヲ
諌
メ
ケ
ル
ハ
、
階
ノ
場
帝
劃
一
ヲ
作
テ
国
家
ノ
費
二
長
シ
、
剣
淵
舞
楽

②
『
武
家
諌
忍
記
』
（
刈
谷
本
）

○
尾
張
大
納
言
源
義
直
卿

義
直
卿
、
文
武
之
学
ナ
シ
。
故
二
才
智
明
弁
タ
リ
ト
云
ニ
ハ
非
ス
。
国
家
ノ
仕
置
ユ
ル
カ
セ
ナ
リ
。

行
跡
悠
寛
ト
シ
テ
淳
ナ
リ
。
不
修
不
念
、
義
理
ヲ
正
シ
民
ヲ
憐
ミ
、
生
得
ヨ
リ
公
ケ
ニ
テ
邪
義
俵

曲
曽
テ
ナ
キ
故
人
、
奉
公
ツ
ト
メ
ヤ
ス
シ
。
江
戸
国
ト
モ
ニ
同
シ
。
家
士
身
躰
ナ
ラ
サ
ル
者
少
シ
。

亮
シ
給
フ
ト
イ
ヘ
ト
モ
三
家
六
卿
タ
ル
ニ
依
テ
震
二
記
ス
。
幕
外
死
去
之
分
除
之
。

愚
評
斜
日
、
凡
大
将
ト
シ
テ
ハ
文
武
ヲ
学
テ
其
理
ヲ
士
長
テ
行
フ
ヲ
以
テ
善
大
将
ト
云
リ
。
義
直

卿
、
行
跡
誤
ナ
キ
事
最
吉
シ
。
然
レ
ト
モ
文
武
之
道
ヲ
不
学
ヲ
以
テ
非
ト
云
ン
欺
。
案
二
日
ク
、

ニ
ツ
ノ
直
立
ヘ
シ
。
縦
ヒ
文
武
ノ
両
道
ヲ
学
テ
才
智
明
カ
ナ
レ
ハ
ト
テ
、
奢
二
長
シ
念
有
テ
邪
曲

有
ハ
、
ナ
ン
ソ
誉
ト
ハ
云
ヘ
シ
。
又
生
得
柔
和
二
憐
ア
ラ
バ
、
六
八
シ
テ
発
明
ナ
ラ
ス
ト
モ
会
則

善
人
ト
云
ヘ
シ
。
然
レ
ハ
一
向
愚
二
拙
キ
人
モ
誉
ナ
キ
ニ
ハ
非
ス
。
亦
オ
智
明
カ
ナ
レ
ハ
ト
テ
誉

ヲ
ト
ル
ヘ
キ
園
主
ス
。
今
義
直
上
之
行
ヒ
ヲ
考
へ
見
ル
ニ
、
自
然
ノ
徳
備
リ
少
モ
私
ノ
行
ナ
シ
。

仁
政
ヲ
下
二
施
シ
道
ヲ
正
シ
給
フ
。
最
モ
誉
レ
ノ
将
ト
云
ツ
ヘ
シ
。
又
道
理
ヲ
以
テ
見
ル
ト
キ
ン

ハ
右
之
評
義
二
心
得
有
ヘ
キ
カ
。
此
意
ヲ
計
ル
ミ
、
常
ノ
人
ニ
シ
テ
見
ル
ト
キ
ン
ハ
善
ト
云
ヘ
シ
。

一
国
ノ
将
ト
ナ
ル
器
量
ニ
ハ
不
足
ト
セ
ン
。
君
子
ハ
能
ク
学
ン
テ
過
ヲ
改
ル
故
、
少
モ
行
ヒ
ニ
違

ナ
シ
。
又
不
学
シ
テ
其
民
営
キ
人
ハ
善
徳
有
ト
モ
又
過
多
シ
ト
也
。
是
ハ
文
武
ヲ
不
学
ヲ
非
ト
セ

ン
カ
。
道
理
ヲ
明
ル
ヲ
見
ル
ト
キ
ン
ハ
却
テ
讃
ル
人
込
。
論
語
日
、
　
　
知
・
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
o
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ヲ
好
メ
ハ
豊
中
上
下
ト
モ
ニ
歌
舞
ノ
袖
ヲ
翻
セ
リ
。
楚
王
細
腰
ヲ
好
メ
ハ
宮
女
食
事
ヲ
ヒ
カ
ヘ
テ

腰
ヲ
シ
メ
、
生
レ
ツ
キ
タ
ル
姿
ヲ
苦
メ
テ
皆
飢
死
タ
ル
タ
メ
シ
ア
リ
。
上
ノ
好
ム
所
ハ
下
帯
ス
是

ヲ
マ
ヌ
ル
故
、
君
ト
シ
テ
邪
曲
ヲ
愛
シ
玉
フ
コ
ト
ナ
ケ
カ
ハ
シ
、
ト
云
リ
ト
カ
ヤ
。
今
光
義
卿
、

甚
美
女
ヲ
愛
シ
玉
フ
モ
同
・
之
。
論
語
日
、
君
子
泰
而
不
驕
。
小
人
驕
不
・
　
ト
。
君
子
ハ
天
理
之

道
備
リ
正
脩
ナ
ル
故
、
心
常
二
安
野
ニ
シ
テ
少
モ
驕
犀
ナ
ル
気
ナ
シ
。
小
人
ハ
欲
二
逞
フ
也
。
故

二
心
常
二
驕
リ
興
ニ
シ
テ
少
モ
安
ク
紆
ナ
ル
気
ナ
シ
。
君
子
小
人
毎
々
相
反
ス
ル
也
。
徳
有
ヲ
以

テ
君
子
ト
ス
。
縦
ヒ
国
郡
ノ
主
タ
リ
ト
モ
無
道
ナ
ル
ハ
小
人
也
。
此
主
将
過
チ
ト
云
事
移
リ
大
ヒ

ナ
ル
故
二
誠
メ
ヲ
下
ス
。
是
ハ
国
家
ノ
政
道
、
或
ハ
公
用
諸
事
ノ
勤
メ
ヲ
怠
り
有
ン
事
ヲ
云
。
又

誉
レ
ヲ
考
ル
ト
キ
ン
ハ
一
向
拙
キ
ニ
ハ
非
ス
。
邪
曲
俵
念
ル
コ
ト
ナ
ク
、
食
リ
不
甚
、
憐
有
テ
淳

也
。
震
ヲ
以
テ
知
ル
ト
キ
ン
ハ
、
必
ス
非
ト
云
難
シ
。
是
ヲ
或
評
二
日
、
人
タ
ル
ノ
道
ハ
義
ア
リ
、

直
ア
リ
、
慈
悲
ア
リ
。
又
不
慢
邪
曲
伝
妊
驕
ナ
キ
ヲ
以
テ
善
人
ト
云
ヘ
シ
。
然
レ
ト
モ
上
一
人
ヨ

リ
下
万
民
二
至
ル
マ
テ
ー
ヨ
リ
十
マ
テ
悉
ク
揃
タ
ル
人
ハ
ア
ラ
シ
。
今
既
ノ
善
人
ト
云
ハ
、
私
欲

二
離
レ
憐
ミ
有
テ
不
修
邪
俵
ヲ
去
テ
念
ナ
キ
ヲ
善
人
ト
云
ペ
シ
。
才
智
発
明
二
理
ヲ
知
ト
モ
、
右

之
悪
行
ア
ル
人
ハ
善
人
ト
云
カ
タ
シ
。
今
光
義
卿
ヲ
見
ル
ニ
、
四
ツ
ノ
不
義
有
テ
六
ツ
ノ
善
ア
リ
。

然
ル
ニ
四
ツ
ノ
不
義
大
ヒ
ナ
ル
故
二
、
六
ツ
ノ
善
ア
レ
ト
モ
隠
レ
テ
不
顕
。
是
「
ツ
ノ
道
理
二
闇

キ
カ
故
ナ
リ
。
悟
テ
知
玉
へ
。
凡
ソ
人
ノ
上
二
居
テ
ハ
其
誠
多
キ
中
二
、
中
庸
日
、
修
・
身
也
、

尊
賢
也
、
親
ン
親
也
、
敬
・
大
人
・
也
、
君
膣
・
群
臣
一
也
、
子
・
庶
民
．
也
、
来
一
百
工
．
也
、
柔
・
遠
人

一
也
、
懐
・
諸
侯
・
也
。
是
則
子
常
ノ
道
ナ
リ
。
此
九
ツ
ノ
道
ヲ
以
テ
平
世
ニ
ナ
ク
テ
不
叶
ナ
リ
。

此
心
ヲ
以
テ
行
ヒ
給
ハ
、
多
ク
ノ
士
卒
万
民
ノ
上
マ
テ
目
出
タ
カ
ル
ヘ
シ
。
猶
教
誠
ノ
次
第
ヲ
鑑

ミ
給
へ
。

メ
ラ
ル
、
コ
ト
肝
要
タ
リ
。
中
庸
日
、
修
身
也
。
尊
賢
也
。
親
試
也
。
工
大
也
。
君
臨
丸
煮
臣
子

庶
民
也
。
来
百
工
也
。
柔
遠
人
也
。
懐
諸
侯
也
。
是
即
常
ノ
道
也
。
心
ヲ
以
テ
行
ヒ
玉
へ
。
畢
寛
、

政
道
法
二
當
リ
国
家
安
泰
タ
ラ
ン
ニ
不
足
ア
ル
マ
シ
。
轟
将
ト
云
ヘ
キ
ノ
ミ
。

餅2
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「

③
『
武
家
勧
懲
記
』
（
内
閣
文
庫
本
）

○
尾
張
中
納
言
源
光
友
卿

光
友
卿
、
文
武
両
道
ヲ
サ
ノ
ミ
不
学
、
サ
レ
ト
モ
天
性
淳
直
ニ
シ
テ
邪
曲
俵
念
驕
慢
ナ
ル
事
曽
テ

ナ
ク
、
政
道
法
二
當
リ
、
家
民
ヲ
哀
憐
セ
ラ
ル
。
行
跡
寛
然
ト
威
義
備
レ
リ
。
但
シ
女
色
ヲ
好
ミ

遊
興
ヲ
催
サ
レ
乱
酔
二
及
ヒ
玉
フ
ト
也
。

愚
評
議
日
、
凡
ソ
主
将
ト
シ
テ
ハ
文
武
両
道
ヲ
学
ヒ
達
シ
、
其
理
ヲ
明
カ
ニ
知
リ
行
フ
ヲ
以
テ
善

ト
ス
。
サ
レ
ハ
光
友
卿
学
ヒ
タ
マ
ハ
サ
ル
ヲ
不
足
ト
セ
ン
。
サ
レ
ト
モ
淳
直
ニ
シ
テ
政
道
法
二
當

リ
家
民
ヲ
哀
憐
セ
ラ
ル
、
ト
ナ
レ
ハ
難
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
。
論
語
日
　
　
二
・
、
テ
　
知

・
テ
知
之
　
老
　
　
困
　
知
　
　
、
、
γ
　
　
困
　
モ
、
・
，
　
　
　
美
　
ト
　
。
夫
人
生
得
品
々

有
ト
云
ヘ
ト
モ
、
此
四
ツ
也
。
生
レ
ナ
カ
ラ
ニ
シ
テ
事
物
ノ
道
理
ヲ
知
ハ
聖
人
也
。
此
将
不
学
ニ

シ
テ
邪
曲
候
念
驕
慢
ノ
意
地
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